
軽自動車税 税率変更についてのお知らせ 

 

平成 28年度から地方税法の一部改正により、軽自動車税が以下の通り変更となりました。 

 

 原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車  

〇 平成 28年度からの税率。 

区分 
税額 

平成 27年度まで 平成 28年度から 

二
輪 

原付 

50cc以下 1,000円 2,000円 

50cc超～90cc以下 1,200円 2,000円 

90cc超～125cc以下 1,600円 2,400円 

ミニカー 2,500円 3,700円 

軽二輪（125cc超～250cc以下） 2,400円 3,600円 

小型二輪（250cc超） 4,000円 6,000円 

小型特殊自動車 
農業作業用 1,600円 2,400円 

その他 4,700円 5,900円 

 四輪以上及び三輪の軽自動車  

〇初度検査年月が平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日までの車両。 

区分 

H27.3.31

以前の 

車両 

H27.4.1

以降の 

車両 

（新税率） 

グリーン化特例適用車両 

（ア）概ね

75％軽減 

（イ）概ね

50％軽減 

（ウ）概ね

25％軽減 

四輪以上 

乗用 
自家用 7,200円 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円 

営業用 5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 

貨物 
自家用 4,000円 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円 

営業用 3,000円 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円 

三輪 3,100円 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 

（ア）電気自動車及び天然ガス自動車。 

（イ）平成 32年度燃費基準＋20％達成乗用車及び平成 27年度燃費基準＋35％達成貨物車。 

（ウ）平成 32年度燃費基準達成乗用車及び平成 27年度燃費基準＋15％達成貨物車 

※グリーン化特例適用車両は 29 年度のみ上記の金額のように軽減となります。30 年度以降の税

額については新税率での課税となります。また、車両の燃費性能によってはグリーン化特例の適

用にならない車両もあります。詳しくは車検証をご用意の上、税務課までお問い合わせください。 



「 最 初 の 新 規 検 査 年 月 」 よ り 1 3 年 を 経 過 し た 車 両 は 、 

平 成 2 8 年 度 か ら 重 課 税 率 が 適 用 さ れ ま し た 。 

 

〇 「最初の新規検査年月」が平成 28年 3月以前の車両 

・「最初の新規検査年月」から 13年を経過していない → （1）現行税率 

・「最初の新規検査年月」から 13年が経過している → （2）重課税率 

 （初度検査年月が平成 16年 3月以前の車両） 

区分 
平成 28年度から 

（1）現行税率 （2）重課税率 

四輪以上 

乗用 
自家用 7,200円 12,900円 

営業用 5,500円 8,200円 

貨物用 
自家用 4,000円 6,000円 

営業用 3,000円 4,500円 

三輪 3,100円 4,600円 

 

※ 「最初の新規検査年月」によって税額が異なります。最初の新規検査年月とは、自動車検査証

（車検証）に掲載されている初度検査年月のことです。自動車検査証の交付年月日や中古で取

得した場合の購入日などではありませんのでご注意ください。 

 

※ 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車

は除きます。 

 

 

 

 

 

 

（事務担当：市民部 税務課 軽自動車税担当 電話 0247-81-2119） 

初度検査年月 自動車の種別 用途 自家用・事業用の別

乗車定員 最大積載量 車両重量 長さ 高さ

型式 燃料の種類 総排気量又は定格出力 前軸重 後軸重

氏名又は名称

住　　　　　所

氏名又は名称

住　　　　　所

車両番号 車体の形状交付年月日

車台番号 車両総重量 幅

自　動　車　検　査　証 平成○○年〇月〇日 軽自動車検査協会　

車名

使
用
者
所
有
者

種類別区分番号形式指定番号原動機の型式
初度検査年月はこちらの欄を 

ご確認ください。 


